
現
会
員
の

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ぶ
方
に

毎
日
三
時
間
学
習
の
長
期
計
画
を

完
全
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た

特
別
契
約
会
員
制
度
に
つ
い
て

2
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

憲
法

１
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
憲

法
２

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

憲
法

３
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
民

法
総

則

３
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

１
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
民

法
総

則
２

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

民
法

総
則

３
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
物

権
１

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

物
権

2
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
物

権
3

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

４
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

担
保

物
権

1
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
担

保
物

権
２

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

担
保

物
権

3
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
担

保
物

権
4

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

債
権

１
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
債

権
２

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

５
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

債
権

３
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
債

権
４

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

債
権

５
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
親

族
相

続
１

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

親
族

相
続

２
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
親

族
相

続
３

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

６
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

親
族

相
続

４
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
総

論
１

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

総
論

２
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
総

論
３

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

総
論

４
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
総

論
５

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

７
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

不
動

産
登

記
法

総
論

６
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
総

論
７

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

総
論

８
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
総

論
９

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

各
論

１
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
各

論
２

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

８
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

不
動

産
登

記
法

各
論

３
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
各

論
４

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

各
論

５
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
各

論
６

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

各
論

７
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
各

論
８

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

９
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

不
動

産
登

記
法

各
論

９
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
記

述
１

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

記
述

２
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
記

述
３

部
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

不
動

産
登

記
法

記
述

４
部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
不

動
産

登
記

法
記

述
5部

（
20

ス
テ

ッ
プ

）

10
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

商
法

会
社

法
１

（
13

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

２
-1

 （
18

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

２
-2

 （
17

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

3-
1 （

17
ス

テ
ッ

プ
）

商
法

会
社

法
3-

2 （
20

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

3-
3 （

19
ス

テ
ッ

プ
）

11
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

商
法

会
社

法
4-

1（
13

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

4-
2 （

18
ス

テ
ッ

プ
）

商
法

会
社

法
4-

3 （
17

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

4-
4 （

17
ス

テ
ッ

プ
）

商
法

会
社

法
4-

5（
20

ス
テ

ッ
プ

）
商

法
会

社
法

4-
6 （

19
ス

テ
ッ

プ
）

12
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

商
法

会
社

法
5（

23
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
総

論
1 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
総

論
2 （

27
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
各

論
1 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
各

論
2 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
各

論
3 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

１
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

商
業

登
記

法
各

論
4 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
各

論
5 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
各

論
6 （

20
ス

テ
ッ

プ
）

商
業

登
記

法
記

述
式

1 （
18

ス
テ

ッ
プ

）
商

業
登

記
法

記
述

式
2 （

18
ス

テ
ッ

プ
）

民
事

訴
訟

法
1 （

18
ス

テ
ッ

プ
）

2
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

民
事

訴
訟

法
２

（
18

ス
テ

ッ
プ

）
民

事
訴

訟
法

３
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

民
事

訴
訟

法
4（

20
ス

テ
ッ

プ
）

民
事

訴
訟

法
5（

20
ス

テ
ッ

プ
）

民
事

執
行

法
１

（
１

９
ス

テ
ッ

プ
）

民
事

執
行

法
２

（
16

ス
テ

ッ
プ

）

３
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

民
事

保
全

法
（

18
ス

テ
ッ

プ
）

司
法

書
士

法
１

（
17

ス
テ

ッ
プ

）
司

法
書

士
法

２
（

18
ス

テ
ッ

プ
）

供
託

法
１

（
20

ス
テ

ッ
プ

）
供

託
法

２
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

刑
法

１
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

４
月

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

刑
法

２
（

15
ス

テ
ッ

プ
）

刑
法

３
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

刑
法

４
（

20
ス

テ
ッ

プ
）

本
編

終
了

20
13

年
度

 司
法

書
士

試
験

 習
熟

の
厳

守
す

べ
き

特
別

契
約

会
員

用
学

習
計

画
予

定
表（

変
更

の
場

合
は

別
途

ご
案

内
い

た
し

ま
す

）



特
別
契
約
会
員
と
し
て
司
法
書
士
試
験
の
勉
強
を
さ
れ
て
い
る
方
の

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
お
よ
ぶ
方
が
、
一
日
三
時
間
の
厳
格
な
習
熟
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
完
全
履
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
非
常
に
厳
し
い
計
画
を
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
方
が
実
行
で
き
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
驚
異
的
と
も
い
う
べ
き
こ
と
で
す
。

　

昨
年
二
月
よ
り
始
め
た
司
法
書
士
の
特
別
契
約
会
員
に
ご
入
会
い
た
だ
い
た
方
は
九
十
五
名
で
し
た
。

　

二
〇
一
二
年
一
月
五
日
現
在
、
特
別
契
約
の
習
熟
計
画
表
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
進
捗
し
て
い
る
方
は
五
十
七
名
で
す
。

実
に
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
方
が
あ
と
二
か
月
弱
で
、
特
別
契
約
会
員
の
条
件
で
あ
っ
た
習
熟
計
画
表
の
学
習
を
完
了
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
全
計
画
を
完
了
さ
れ
た
方
が
、
十
七
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

完
全
達
成
者
率
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
司
法
書
士
専
門
学
校
で
最
後
の
講
義
ま
で
出
席
さ
れ
る
受
講
生
の
比
率
よ
り
遙
か
に
多
い
の
で
す
。

ま
し
て
、
全
講
義
に
す
べ
て
出
席
し
、
完
全
習
熟
す
る
受
講
生
の
比
率
は
も
っ
と
低
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
契
約
会
員
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
途
中
で
契
約
解
除
と
な
っ
た
三
十
八
名
の
方
の
う
ち
、
二
十
二
名
が
最
初
の
一
ヶ

月
以
内
に
、
九
名
が
二
ヶ
月
、
三
名
が
三
ヶ
月
、
五
名
が
四
ヶ
月
つ
ま
り
五
月
で
契
約
解
除
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
三
十
八
名
の
方
に
は
海
外
赴
任
さ
れ
た
方
、
病
気
で
長
期
入
院
さ
れ
た
方
、
そ
の
他
、
や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
な
ど
で
断

念
さ
れ
た
方
も
五
名
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

一
週
間
ご
と
に
習
熟
計
画
表
の
実
行
が
管
理
さ
れ
、

そ
の
都
度
の
個
別
連
絡
が
着
実
な
効
果
を
生
み
出
し
た
よ
う
で
す
。

　

司
法
書
士
試
験
の
受
験
は
、
集
中
的
に
学
習
を
し
て
も
、
合
格
ま
で
に
二
年
の
学
習
期
間
が
必
要
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

幸
い
Ｔ
Ｌ
Ｔ
ソ
フ
ト
な
の
で
正
味
七
〇
〇
時
間
あ
れ
ば
合
格
へ
の
知
識
と
演
習
を
確
か
な
も
の
と
し
て
習
得
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
強
制
的
に
完
全
習
熟
さ
せ
ら
れ
る
Ｔ
Ｌ
Ｔ
ソ
フ
ト
は
、
講
義
と
書
籍
や
ノ
ー
ト
に
よ
る
自
習
で
の
習
熟
期
間
に
比
べ
て
三
分
の
一
以
下
の
時
間
で
、
よ

り
確
か
な
受
験
準
備
が
で
き
る
機
能
と
特
長
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

Ｔ
Ｌ
Ｔ
ソ
フ
ト
で
の
学
習
こ
そ
、
計
画
通
り
に
習
熟
を
実
行
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
合
格
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
Ｔ
Ｌ
Ｔ
ソ
フ
ト
の
会
員
様
の
自
主
性
の
み
に
よ
る
受
験
学
習
で
は
、
こ
の
学
習
計
画
を
最
後
ま
で
完
了
で
き
る
受
講
生
の
方
は
、
約
八
パ
ー

セ
ン
ト
程
度
だ
っ
た
の
で
す
。

　

昨
春
よ
り
試
験
的
に
実
施
し
た
特
別
契
約
会
員
制
度
は
、大
方
の
受
験
生
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な「
長
期
間
の
学
習
計
画
厳
守
」を
参
加
受
講
生
の
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
方
が
、
い
ま
、
ま
さ
に
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
従
来
の
自
由
な
自
主
学
習
や
予
備
校
通
学
に
比
べ
て
も
驚
異
的
と
も
い
え
る
成

果
で
す
。

　

こ
の
理
由
を
参
加
受
講
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト
で
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
一
週
間
単
位
で
進
捗
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
が
学
習
の
リ
ズ
ム
と
習
慣
を
作
っ
た
」
と
答
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
契
約
会
員
制
度
が
な
か
っ
た
場
合
、「
い
ま
の
計
画
表
の
よ
う
に
、
学
習
を
継
続
で
き
て
い
ま
し
た
か
」
の
問
い
で
は
、
五
十
二
名
つ
ま

り
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
方
が
、「
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
回
答
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
こ
の
制
度
で
よ
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
」
の
問
い
に
は
、「
こ
の
制
度
の
お
陰
で
毎
日
、
規
則
正
し
く
学
習
す
る
習
慣
が
身
に
つ
い
た
」
と
七
割
以

上
の
方
が
答
え
て
い
ま
す
。

 

毎
日
、
四
ス
テ
ッ
プ
、
週
に
二
十
四
ス
テ
ッ
プ
習
熟
を
死
守
し
て
い
く
習
慣
づ
く
り
は
「
最
初
の
三
ヶ
月
」
が
鍵
で
す
。

　

司
法
書
士
合
格
へ
の
受
験
準
備
期
間
は
十
四
ヶ
月
間
で
す
。
特
別
契
約
会
員
制
度
の
実
績
で
は
、
最
初
の
一
ヶ
月
、
計
画
表
通
り
進
捗
で
き
れ
ば
八
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上
の
方
が
さ
ら
に
継
続
で
き
、
さ
ら
に
三
ヶ
月
間
、
契
約
通
り
学
習
計
画
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
方
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
方
は
全
学
習
計
画

を
来
年
の
四
月
ま
で
に
完
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
な
た
も
二
〇
一
三
年
度
、
こ
と
し
こ
そ
不
退
転
の
決
意
で

こ
の
特
別
契
約
会
員
と
し
て
司
法
書
士
の
資
格
取
得
に
、
ぜ
ひ
挑
戦
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
司
法
書
士
試
験
受
験
生
に
と
っ
て
、
い
ち
ば
ん
の
障
害
に
な
っ
て
い
た
の
が
学
習
計
画
を
全
う
で
き
な
い
こ
と
で
し
た
。

　

全
う
さ
え
で
き
れ
ば
、
Ｔ
Ｌ
Ｔ
ソ
フ
ト
の
シ
ス
テ
ム
と
機
能
で
合
格
は
間
違
い
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
昨
年
の
会
員
様
が
実
証
し
て
い
る
通
り
、
な
ん
と

実
質
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
お
よ
ぶ
方
々
が
計
画
表
に
一
日
も
遅
れ
る
こ
と
な
く
合
格
に
邁
進
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
な
た
も
い
ま
す
ぐ
特
別
契
約
会
員
に
お
申

込
み
に
な
り
、
二
〇
一
三
年
度
の
司
法
書
士
資
格
取
得
の
栄
冠
を
勝
ち
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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